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令
和
５
年
度
農
地
等
利
用
の

　

最
適
化
推
進
に
関
す
る
意
見
書
と
回
答

1
新
規
就
農
支
援
に
関
す
る
こ
と

⑴ 

新
規
就
農
者
へ
の
市
独
自
の
経
済
的
な

　

 

支
援
に
つ
い
て

〇
技
術
的
な
支
援
を
含
め
、幅
広
い
施
策
で
継
続

し
た
支
援
を
講
ず
る
こ
と
。

【
回
答
】

　
「
新
規
就
農
者
育
成
総
合
対
策
」で
は
、資
金

面
の
支
援
と
し
て
、研
修
期
間
中
の
研
修
生
に

最
長
２
年
間
支
援
す
る「
就
農
準
備
資
金
」、認

定
新
規
就
農
者
に
最
長
３
年
間
支
援
す
る「
経

営
開
始
資
金
」を
実
施
し
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
補
助
制
度
を
有
効
活
用
す
る
と

と
も
に
、「
な
す
し
お
ば
ら
新
た
な
担
い
手
サ

ポ
ー
ト
チ
ー
ム
」及
び「
農
業
次
世
代
人
材
投

資
資
金
サ
ポ
ー
ト
チ
ー
ム
」に
よ
り
、就
農
後

も
、技
術
的
な
支
援
、資
金
面
等
幅
広
い
相
談

が
受
け
ら
れ
る
環
境
を
維
持
し
て
い
く
。

3
遊
休
農
地
の
対
策
に
関
す
る
こ
と

⑴ 

農
地
の
遊
休
化
に
対
す
る
予
防
策
支
援
に
つ
い
て

〇
条
件
の
良
く
な
い
農
地
に
つ
い
て
は
、こ
れ
ら

の
条
件
を
改
善
し
、か
つ
、農
地
を
担
い
手
に
貸

し
付
け
る
意
向
が
明
確
な
農
地
に
つ
い
て
、助
成

金
を
交
付
す
る
な
ど
の
支
援
措
置
の
創
設
を
要

望
す
る
。農
地
の
遊
休
化
防
止
と
耕
作
放
棄
地
の

保
全
管
理
へ
の
支
援
に
対
す
る
助
成
制
度
の
検

討
や
、現
在
の
支
援
制
度
の
利
用
要
件
の
緩
和
を

要
望
す
る
。

　

ま
た
、遊
休
地
発
生
の
防
止
に
対
す
る
地
域
へ

の
意
識
付
け
や
、意
識
向
上
に
向
け
た
対
策
を
要

望
す
る
。

⑵ 

ほ
場
整
備
事
業
の
推
進
に
つ
い
て

〇
詳
細
な
情
報
提
供
や
的
確
な
対
応
が
行
え
る

専
門
的
職
員
の
配
置
を
要
望
す
る
。

　

ま
た
、採
択
要
件
に
至
ら
な
い
小
規
模
な
ほ
場

整
備
に
つ
い
て
も
、地
域
の
実
情
に
沿
っ
た
合
意

形
成
を
図
り
な
が
ら
、計
画
的
に
農
地
整
備
を
進

め
る
取
組
の
実
施
や
体
制
の
整
備
を
要
望
す
る
。

【
回
答
】

　

ほ
場
整
備
は
、農
地
集
団
化
や
農
作
業
の

効
率
化
、省
力
化
に
つ
な
が
り
、担
い
手
農
家

へ
の
農
地
利
用
集
積
を
促
進
し
、食
料
の
安

定
供
給
と
農
業
の
持
続
的
発
展
に
つ
な
が
る

た
め
、県
内
各
地
で
事
業
が
推
進
さ
れ
て
い

る
。

　

今
後
も
引
き
続
き
、関
係
機
関
や
関
係
団

体
と
連
携
し
情
報
の
発
信
に
努
め
る
と
と
も

に
、各
部
門
の
専
門
的
な
知
識
を
生
か
し
た

き
め
細
や
か
な
対
応
と
、地
域
の
状
況
に
即

し
た
効
果
的
な
ほ
場
整
備
の
推
進
に
努
め
て

い
く
。

⑴ 

条
件
の
悪
い
農
地
の
貸
借
の
推
進
及
び
耕

　

 

作
条
件
の
改
善
の
積
極
的
な
情
報
提
供
に

　

 

つ
い
て

〇
実
施
要
件
な
ど
条
件
に
つ
い
て
、更
に
分
か
り

や
す
い
情
報
発
信
や
対
応
が
行
え
る
専
門
職
員

の
配
置
を
行
う
こ
と
。ま
た
、当
該
事
業
の
対
象
外

と
な
る
小
規
模
の
基
盤
整
備
な
ど
の
ケ
ー
ス
に

も
対
応
で
き
る
、市
独
自
の
施
策
を
講
ず
る
こ
と
。

⑵ 

親
元
就
農
者
、Ｉ
タ
ー
ン
・
Ｕ
タ
ー
ン
者
及
び

　

 

定
年
就
農
者
な
ど
へ
の
就
農
支
援
に
つ
い
て

〇
親
元
就
農
者
、新
規
就
農
者
及
び
定
年
就
農
者

に
対
し
、本
市
独
自
の
就
農
支
援
対
策
を
講
ず
る

こ
と
。

　

ま
た
、市
外
か
ら
の
就
農
希
望
者
に
対
し
て

は
、農
地
の
確
保
や
技
術
習
得
、就
農
に
対
す
る

一
時
金
や
機
械
導
入
の
助
成
等
と
併
せ
て
、移
住

支
援
を
含
め
た
複
合
的
な
新
規
就
農
支
援
策
を

講
ず
る
こ
と
。

【
回
答
】

　

親
元
就
農
も
対
象
と
な
る「
経
営
継
承
・
発

展
支
援
事
業
」、新
規
就
農
者
が
経
営
を
開
始

す
る
際
の
補
助
事
業
で
あ
る「
新
規
就
農
者
育

成
総
合
対
策
」を
実
施
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

り
、引
き
続
き
活
用
し
て
い
く
。

　

農
林
水
産
専
門
の
求
人
・
転
職
サ
イ
ト「
マ

イ
ナ
ビ
農
業
」
に
本
市
の
「
チ
ャ
レ
ン
ジ

フ
ァ
ー
マ
ー
事
業
」の
情
報
を
は
じ
め
、本
市

の
農
業
の
魅
力
を
発
信
し
て
お
り
、市
内
に
お

け
る
親
元
就
農
者
及
び
新
規
就
農
者
は
も
と

よ
り
、移
住
と
就
農
と
を
セ
ッ
ト
で
相
談
を
受

け
る
ケ
ー
ス
も
増
加
傾
向
に
あ
る
。

　

今
後
も
引
き
続
き
、関
係
機
関
や
市
移
住
促
進

セ
ン
タ
ー
と
連
携
し
、国
・
県
及
び「
那
須
塩
原
市

移
住
応
援
補
助
金
」等
の
補
助
金
を
活
用
し
、市

外
か
ら
の
就
農
希
望
者
に
お
い
て
も
、き
め
細
や

か
な
対
応
を
行
っ
て
い
く
。

【
回
答
】

　

条
件
の
悪
い
農
地
の
活
用
に
つ
い
て
は
、

「
貸
借
」に
こ
だ
わ
る
こ
と
な
く
、農
地
を
遊
休

化
さ
せ
な
い
た
め
の
効
率
的
か
つ
効
果
的
な

対
策
に
つ
い
て
、引
き
続
き
、農
業
委
員
会
と

連
携
し
検
討
を
進
め
て
い
く
。

　

農
地
耕
作
条
件
改
善
事
業
は
、農
地
中
間
管

理
事
業
と
連
携
し
た
担
い
手
へ
の
集
積
・
集
約

化
へ
向
け
た
取
組
を
促
進
し
、耕
作
条
件
の
改

善
を
推
進
す
る
も
の
で
あ
る
が
、こ
う
し
た
農

地
周
辺
の
整
備
に
つ
い
て
は
、他
に
も
実
施
要

件
な
ど
が
異
な
る
様
々
な
事
業
が
あ
る
た
め
、

適
切
な
情
報
発
信
と
対
応
に
努
め
て
い
く
。

　

合
わ
せ
て
、関
係
機
関
や
関
係
団
体
と
連
携

し
情
報
共
有
に
努
め
る
と
と
も
に
、各
部
門
の

専
門
的
な
知
識
を
生
か
し
た
き
め
細
や
か
な

対
応
と
、地
域
の
状
況
に
即
し
た
効
果
的
な
基

盤
整
備
の
あ
り
方
に
つ
い
て
も
研
究
を
進
め

て
い
く
。

担
い
手
へ
の
農
地
利
用
の
集
積
・

集
約
に
関
す
る
こ
と

2

⑴ 

遊
休
農
地
の
再
生
支
援
に
つ
い
て

〇
昨
年
に
引
き
続
き
、次
の
と
お
り
要
望
す
る
。

　

中
小
・
家
族
経
営
体
が
安
定
的
に
存
続
で
き
る

よ
う
、多
様
な
経
営
ス
タ
イ
ル
の
一
つ
と
し
て
集

落
営
農
等
の
組
織
化
や
体
制
の
整
備
を
引
き
続

き
行
う
こ
と
。ま
た
、当
該
組
織
に
対
す
る
農
業

用
機
械
の
導
入
補
助
や
支
援
要
件
を
緩
和
し
た

市
独
自
の
経
済
的
な
支
援
策
を
創
設
す
る
こ
と
。

【
回
答
】

　

担
い
手
の
高
齢
化
や
後
継
者
不
足
問
題
に

対
し
て
は
、集
落
営
農
の
組
織
化
・
法
人
化　

が
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
か
ら
、県
と
連

携
し
、組
織
化
・
法
人
化
に
向
け
た
相
談
・
手
続

等
設
立
支
援
を
引
き
続
き
行
っ
て
い
く
。　

　

ま
た
、個
人
、法
人
、集
落
営
農
組
織
に
関
わ

ら
ず「
園
芸
作
物
生
産
振
興
事
業
」や「
次
世
代

農
業
チ
ャ
レ
ン
ジ
事
業
」を
実
施
し
、農
作
業

の
省
力
化
や
農
畜
産
物
の
品
質
向
上
、収
益
性

の
高
い
園
芸
作
物
の
導
入
等
の
意
欲
的
な
農

業
者
の
取
り
組
み
に
対
し
、農
業
用
機
械
の
購

入
等
の
支
援
を
行
っ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、「
儲
か
る
農
業
実
践
塾
」に
お
い
て

は
、新
規
就
農
者
等
の
農
業
者
に
対
し
、栽
培

技
術
や
農
業
経
営
に
関
す
る
支
援
を
実
施
し

て
い
る
。

　

今
後
も
関
係
機
関
と
連
携
し
な
が
ら
、持
続

可
能
な
農
業
を
目
指
し
、経
営
支
援
を
実
施
し

て
い
く
。

中
小
規
模
農
家
の
経
営
維
持
と

支
援
に
関
す
る
こ
と

4 【
回
答
】

　

遊
休
農
地
対
策
は
、農
業
委
員
会
が
中
心

と
な
っ
て
取
り
組
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る

が
、市
と
し
て
は
、引
き
続
き
関
係
者
と
連
携

し
な
が
ら
、新
た
な
耕
作
者
を
確
保
す
る
と

と
も
に
、農
地
の
効
率
的
か
つ
効
果
的
な
活

用
及
び
支
援
策
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
。

　

ま
た
、市
広
報
誌
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
活

用
し
て
遊
休
農
地
発
生
防
止
に
つ
い
て
普
及

啓
発
を
図
っ
て
い
く
。
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塩 原 地 域 部 会西 那 須 野 地 域 部 会

高 林 地 域 部 会東 那 須 野 地 域 部 会

鍋 掛 地 域 部 会黒 磯 地 域 部 会
　当部会は、農業委員２名と農地利用最適化推進委員４名
の計６名で構成されています。
　８月２６日に全員で黒磯地区の農地パトロールを実施し、
農作物高度化施設の営農状況調査、農地転用許可案件や新
規就農者の営農状況の確認などを行いました。

　また９月５日には、農地パト
ロールの結果についての協議や
市に対する「令和６年度農地等利
用の最適化推進に関する意見書」
の提出内容についても話し合い
を行いました。

　当部会は、農業委員３名と農地利用最適化推進委員６名
の計９名で構成しています。
　活動は、主に会議が中心ですが、農地貸借意向、遊休農地、
新規就農者の情報共有・意見交換など、より効果的な結果に
つながるよう努めております。昨年は、さらに遊休農地の解

消作業に取り組み、その結果
本年は認定農業者である稲
作農家が借り受け、米生産が
行われました。
　今後は、地域の農業者の
方々にさらに寄り添い、地域農
業の振興に努めて参ります。

　当部会は、農業委員(現職４名・新人２名)農地利用最適化推進委
員(現職６名・新人５名)の総計１７名の大所帯で構成されています。
　当地区内の農地を守るため、重点期間を設定し全委員で農地パ
トロールを実施、遊休農地等の発生未然防止に努めております。
　また、月一度は、農地現地確認等を実施しております。
　前回は、全員で巡回パトロールを行い全員で情報を共有し、遊
休農地の一部については解消されま
した。今回は、農委と最適化推進委
員で巡回し全体会議に於いて、地域
内の情報の共有化を図り今後遊休
農地の減少を図っていきたいと思い
ます。

地域部会の活動を報告します

地域部会は、農業委員及び農地利用最適化推進委員が地域課題を共有し、両者が連
携して農地利用の最適化の推進活動を強化することで、農地を守り、有効活用を図る
ことを目的としています。
市内を６つの区域に分けて、農地パトロールや地域課題の整理、具体的な要望事項の
協議などを行っています。

地域部会とは

　当部会は、農業委員4名、農地利用最適化推進委員7名で
構成されています。そこからさらに4地区に分かれており、
大貫地区は、8月7日に農地パトロールを髙瀬農業委員、荻原
推進委員、印南推進委員の3名で実施しました。

　他の3地区も8月中旬ま
でにパトロールを実施しま
した。
地域部会の会議を8月28
日に開催し、委員9名が出
席しました。

　鍋掛の地域部会は７人で構成されており、８月５日に農地

パトロールを２班に分けて行いました。その結果、新たな遊

休農地が発生しておりましたので、全員でその情報を共有

し、その遊休農地の解消のために協議を行いました。

　また、新規就農者や担い手の農地利用に関する事や鳥獣

被害に関する事案を、これから具体的にどのように活動をし

ていくべきかを検討しました。

　当部会は、農業委員３名と農地利用最適化推進委員６名

で構成されています。

　８月１１日に委員全員で当地区内の農地パトロールを実施

しました。

　当地区は、広範囲な地域なので３班に分かれて、それぞれ

の遊休農地等の解消について確認しました。

　今後とも地域の農業委員と農地利用最適化推進委員と共

に遊休農地の解消に務めて参ります。






